
助成金対象事業一覧

事業名 内訳 目的 内容 助成対象の経費 助成率等

連携調査団派遣

県人会等と連携した地元企業の技術
活用や製品普及のための調査を通じ
て、日本の地方経済活性化を目指
す。

日本の現場等の視察、地方自治体や地元企業等の関係者との
協議を行う。
※申請団体の実施事業に関連する視察・訪問先とすること。
※1つの団体が他の団体の参加者をとりまとめて、調査団と
して派遣することは可能。その場合、代表団体が申請者とな
る。
※公開用報告書を作成し、帰国報告会を実施すること。

①居住地最寄りの空港から日本との往復航空賃
②宿泊料
③日当
④海外旅行保険料
⑤査証代

※日本国内での交通費、通訳や同行者への謝金、
調査費等は、申請団体が負担する。

助成対象の経費のうち、以下の上限を超える部分は、申請団体が負担す
る。
①日本との往復航空賃
　最も経済的・合理的な経路によるYクラス運賃
②宿泊費
　1夜につき10,300円
③日当
　1日につき1,100円

※宿泊費及び日当は、上記金額を助成金交付申請月のJICA統制レートで換
算した現地通貨を定額で助成します。JICA統制レートで換算した現地通貨
額は、JICA在外事務所にお問合せください。
なお、事業別会計報告書への証票書類の添付は必要ありませんが、立入検
査で帳簿書類を調査することがありますので、参加者等への支払事実は適
切に記載してください。
※※JICA旅費規程改訂に合わせて上記単価を随時見直すこととする。

有識者・事業者等招へい

県人会等と連携して地元企業の技術
活用や製品普及のために有識者・事
業者等の招へいを通じて、日本の地
方経済活性化を目指す。

中南米地域のニーズなどの理解や日本の技術・製品等の発
信、ビジネスマッチング等を行う。
※申請団体の実施事業に関連する分野の有識者・事業者等と
すること。
※※1つの団体が他の団体と共同で招へいを行うことは可
能。その場合、代表団体が申請者となる。

①日本との往復航空賃
②宿泊費
③日当
④海外旅行保険料
⑤査証代

※渡航先国内の交通賃、通訳への謝金等は、申請
団体が負担する。

助成対象の経費のうち、以下の上限を超える部分は、申請団体が負担す
る。
①日本との往復航空賃
　最も経済的・合理的な経路によるYクラス運賃
②宿泊費
　1夜につき11,600円
③日当
　1日につき3,800円

※宿泊費及び日当は、上記金額を助成金交付申請月のJICA統制レートで換
算した現地通貨を定額で助成します。JICA統制レートで換算した現地通貨
額は、JICA在外事務所にお問合せください。
なお、事業別会計報告書への証票書類の添付は必要ありませんが、立入検
査で帳簿書類を調査することがありますので、参加者等への支払事実は適
切に記載してください。
※※JICA旅費規程改訂に合わせて上記単価を随時見直すこととする。

セミナー・イベント等実施

県人会等と連携した地元企業の技術
活用や製品普及のためのセミナー・
イベント等を通じて、日本の地方経
済活性化に貢献する。

日本企業製品のPR、日本祭りなど申請団体が行うセミナー・
イベント等の実施、動画などのコンテンツ作成・配信
※例年実施されているセミナー・イベント等の場合は、本助
成金の趣旨に照らした追加プログラムの実施、及び、セミ
ナー・イベント等の集客力アップのための経費を対象とす
る。

セミナー・イベント等
①会場費
②借料
③設営費
④教材費
⑤材料費
⑥見本品費
⑦輸送費

広報・運営支援
①ウェブサイト関連費
②委託・外注費

※見本品は、有償での販売はしてはならない。
※謝金、傭人費等は、申請団体が負担する。

総事業費の9割を上限とする。
精算時に助成率が9割を超える場合は、自己負担分を1割まで増やし、助成
金の残額は返納してください。

資機材調達
県人会等と連携した日本の母県にお
ける地元企業製品の普及促進、日本
の地方経済活性化に貢献する。

中南米地域で普及可能性が見込まれる母県の日本企業製品を
調達し、申請団体での活用やイベント・講習会の実施等を通
じて普及促進を図る。
※日系団体が直接活用する製品に限る。
※日本各地の中小企業等の技術力を活かした製品を想定す
る。
※イベント等で使用する資機材等は、県人会等連携推進プロ
グラム(内訳：イベント等実施）で申請する。

①資機材費
②輸送費
③設置費
④関税

助成対象経費の9割を上限とする。

県人会等連携
促進プログラ
ム
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事業名 内訳 目的 内容 助成対象の経費 助成率等

連携調査団派遣

女性リーダー、起業家・スタート
アップ企業等を含む中南米日系社会
の次世代を担う人材を中南米から日
本への視察・連携交流調査団として
派遣し、得られた知見を活用するこ
とによって日本の経済活性化推進を
目指す。

調査団員の関連分野における日本の現場等の視察、地方自治
体や地元企業等の関係者との協議、ビジネスマッチング等を
行う。
※申請団体の実施事業に関連する視察・訪問先とすること。
※1つの団体が他の団体の参加者をとりまとめて、調査団と
して派遣することは可能。その場合、代表団体が申請者とな
る。
※公開用報告書を作成し、帰国報告会を実施すること。

①居住地最寄りの空港から日本との往復航空賃
②宿泊料
③日当
④海外旅行保険料
⑤査証代

※日本国内での交通費、通訳や同行者への謝金、
調査費等は、申請団体が負担する。

助成対象の経費のうち、以下の上限を超える部分は、申請団体が負担す
る。
①日本との往復航空賃
　最も経済的・合理的な経路によるYクラス運賃
②宿泊費
　1夜につき10,300円
③日当
　1日につき1,100円

※宿泊費及び日当は、上記金額を助成金交付申請月のJICA統制レートで換
算した現地通貨を定額で助成します。JICA統制レートで換算した現地通貨
額は、JICA在外事務所にお問合せください。
なお、事業別会計報告書への証票書類の添付は必要ありませんが、立入検
査で帳簿書類を調査することがありますので、参加者等への支払事実は適
切に記載してください。
※※JICA旅費規程改訂に合わせて上記単価を随時見直すこととする。

有識者・事業者等招へい

女性リーダー、起業家・スタート
アップ企業等を含む中南米日系社会
の次世代を担う人材のニーズに応じ
た有識者・事業者を中南米に招へい
し、人材・ビジネス交流を通じて日
本の経済活性化推進を目指す。

中南米地域のニーズなどの理解や日本の技術・製品等の発
信、ビジネスマッチング等を行う。
※申請団体の実施事業に関連する分野の有識者・事業者等と
すること。
※※1つの団体が他の団体と共同で招へいを行うことは可
能。その場合、代表団体が申請者となる。

①日本との往復航空賃
②宿泊費
③日当
④海外旅行保険料
⑤査証代

※渡航先国内の交通賃、通訳への謝金等は、申請
団体が負担する。

助成対象の経費のうち、以下の上限を超える部分は、申請団体が負担す
る。
①日本との往復航空賃
　最も経済的・合理的な経路によるYクラス運賃
②宿泊費
　1夜につき11,600円
③日当
　1日につき3,800円

※宿泊費及び日当は、上記金額を助成金交付申請月のJICA統制レートで換
算した現地通貨を定額で助成します。JICA統制レートで換算した現地通貨
額は、JICA在外事務所にお問合せください。
なお、事業別会計報告書への証票書類の添付は必要ありませんが、立入検
査で帳簿書類を調査することがありますので、参加者等への支払事実は適
切に記載してください。
※※JICA旅費規程改訂に合わせて上記単価を随時見直すこととする。

セミナー・イベント等実施

女性リーダー、起業家・スタート
アップ企業等を含む中南米日系社会
の次世代を担う人材のニーズに応じ
たセミナー・イベント等の実施支援
を通じて、日本の経済活性化推進を
目指す。

日本企業製品のPRを主な目的として、申請団体が行うセミ
ナー・イベント等の実施、動画などのコンテンツ作成・配信
※例年実施されているセミナー・イベント等の場合は、本助
成金の趣旨に照らした追加プログラムの実施、及び、セミ
ナー・イベント等の集客力アップのための経費を対象とす
る。

セミナー・イベント等
①会場費
②借料
③設営費
④教材費
⑤材料費
⑥見本品費
⑦輸送費

広報・運営支援
①ウェブサイト関連費
②委託・外注費

※見本品は、有償での販売はしてはならない。
※謝金、傭人費等は、申請団体が負担する。

総事業費の9割を上限とする。
精算時に助成率が9割を超える場合は、自己負担分を1割まで増やし、助成
金の残額は返納してください。

資機材調達

女性リーダー、起業家・スタート
アップ企業等を含む中南米日系社会
の次世代を担う人材のニーズに応じ
た資機材調達を通じて、日本の経済
活性化推進を目指す。

中南米地域で普及可能性が見込まれる日本企業製品を調達
し、申請団体での活用やイベント・講習会の実施等を通じて
普及促進を図る。
※日系団体が直接活用する製品に限る。
※日本各地の中小企業等の技術力を活かした製品を想定す
る。
※イベント等で使用する資機材等は、次世代人材交流プログ
ラム(内訳：イベント等実施）で申請する。

①資機材費
②輸送費
③設置費
④関税

助成対象経費の9割を上限とする。

次世代人材交
流プログラム
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事業名 内訳 目的 内容 助成対象の経費 助成率等

RS州洪水対策
支援プログラ
ム

資機材調達

大規模豪雨災害で被災したリオ・グ
ランデ・ド・スール州の主要な日系
団体である南日伯援護協会の施設整
備や機材調達等を通じて、被災地支
援を行う。

同協会の活動に必要な日本企業製品を調達する。
※日系団体が直接活用する製品に限る。

①資機材費
②輸送費
③設置費
④関税

助成対象経費の9割を上限とする。
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